
平成２８年２月９日(火)

浦幌町保健福祉課

高齢者福祉係・地域包括支援センター

介護保険法一部改正に係る
浦幌町地域支援事業説明会



１ 介護保険法一部改正による
地域支援事業の取り組みについて
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(１) 浦幌町の人口動態について

人口推計 （単位：人）

介護保険事業計画 第４期介護保険事業計画 第５期介護保険事業計画 第６期介護保険事業計画 将来推計

年齢 年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成32年 平成37年

総人口 5,784 5,710 5,597 5,503 5,357 5,275 5,211 5,127 5,050 4,744 4,397

４０歳未満 1,808 1,794 1,749 1,710 1,638 1,573 1,586 1,566 1,572 1,461 1,453

４０～６４歳 2,098 2,046 1,991 1,925 1,809 1,760 1,697 1,625 1,530 1,317 1,093

６５歳～ 1,878 1,870 1,857 1,868 1,910 1,942 1,928 1,936 1,948 1,966 1,851

６５～７４歳 866 829 787 790 810 852 836 872 900 924 753

７５歳以上 1,012 1,041 1,070 1,078 1,100 1,090 1,092 1,064 1,048 1,042 1,098

高齢化率(％) 32.47 32.75 33.18 33.95 35.65 36.82 37.00 37.76 38.57 41.44 42.10

国：高齢化率(％) 23.0 25.1 26.8 29.1 30.3

※ 国：高齢化率は、H26高齢社会白書より
※ 将来推計の人口等は、H27浦幌町人口ビジョンより

●総人口は減少 ●高齢者人口のピークは平成32年 ●後期高齢者(75歳以上)人口のピークは平成37年
●高齢化率は４割り以上となる ●高齢者の伸び率は約２パーセント（H27⇒H32）
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(２) 浦幌町の介護認定状況について
要介護（支援）認定者数の自然体推計 （単位：人）

介 護 度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
平成27年度

(推計)
平成28年度

(推計)
平成29年度

(推計)
平成32年度

(推計)
平成37年度

(推計)
伸び率
H32-H27

要支援１ 41 36 32 32 33 34 34 29 6.3 ％

要支援２ 41 37 42 49 61 73 78 70 59.2 ％

要介護１ 74 77 81 83 88 95 101 98 21.7 ％

要介護２ 79 75 74 72 73 77 79 79 9.7 ％

要介護３ 52 57 57 56 56 57 60 61 7.1 ％

要介護４ 71 71 73 76 80 87 93 86 22.4 ％

要介護５ 46 43 45 48 52 56 61 61 27.1 ％

認定者総数 404 396 404 416 443 479 506 484 21.6 ％

65歳以上に対する
認定者率

10.7 ％ 10.6 ％ 10.9 ％ 11.5 ％ 12.4 ％ 13.8 ％ 15.4 ％ 16.4 ％ －

第２号被保険者
(40～64歳)

認定者数 8 9 9 9 10 12 11 9 22.2 ％

総数 1,925 1,809 1,760 1,697 1,625 1,530 1,317 1,093 －

認定率 0.4 ％ 0.5 ％ 0.5 ％ 0.5 ％ 0.6 ％ 0.8 ％ 0.8 ％ 0.8 ％ －

第１号被保険者(65
歳以上)

認定者数 396 387 395 407 431 468 495 475 21.6 ％

総数 1,868 1,910 1,942 1,928 1,936 1,948 1,966 1,851 －

認定率 21.2 ％ 20.3 ％ 20.3 ％ 21.1 ％ 22.3 ％ 24.0 ％ 25.2 ％ 25.7 ％ －

前期高齢者
(65～74歳)

認定者数 37 31 30 33 41 51 56 48 69.7 ％

総数 790 810 852 836 872 900 924 753 －

認定率 4.7 ％ 3.8 ％ 3.5 ％ 3.9 ％ 4.7 ％ 5.7 ％ 6.1 ％ 6.4 ％ －

後期高齢者
(75歳以上)

認定者数 359 356 365 374 390 417 439 427 17.4 ％

総数 1,078 1,100 1,090 1,092 1,064 1,048 1,042 1,098 －

認定率 33.3 ％ 32.4 ％ 33.5 ％ 34.2 ％ 36.7 ％ 39.8 ％ 42.1 ％ 38.9 ％ －
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(３) 浦幌町介護保険特別会計について

款 平成26年度 平成27年度 増減

1 介護保険料 92,685 117,829 25,144

2 国庫支出金 170,237 167,905 △2,332

3 道支出金 96,253 91,557 △4,696

4 支払基金交付金 183,939 172,473 △11,466

5 財産収入 10 11 1

6 繰入金 144,537 124,424 △20,113

7 繰越金 30 30 0

8 諸収入 5 5 0

歳入合計 687,696 674,234 △13,462

１ 歳入予算額

款 平成26年度 平成27年度 増減

1 総務費 25,139 23,981 △1,158

2 保険給付費 626,920 608,951 △17,969

3 財政安定化基金拠出金 1 1 0

4 地域支援事業費 35,464 34,616 △848

5 基金積立金 10 6,523 6,513

6 諸支出金 62 62 0

7 予備費 100 100 0

歳出合計 687,696 674,234 △13,462

２ 歳出予算額

※ 予算説明
・１款介護保険料：第1号被保険者介護保険料
・２款国庫支出金：国からの介護給付等に係る交付金
・３款道支出金：北海道からの介護給付等に係る交付金
・４款支払基金交付金：社会保険診療報酬支払基金からの交付金
・５款財産収入：基金の利子
・６款繰入金：一般会計からの繰入金
・７款繰越金：前年度繰越金
・８款諸収入：その他の雑入など

※ 予算説明
・１款総務費：職員、介護保険徴収、介護認定審査会、認定調査、運営協議
会等に係る経費
・２款保険給付費：事業所サービス、福祉用具、住宅改修などの保険給付
費、高額介護サービス費、及び高額医療合算介護サービス費
・３款財政安定化基金拠出金：基金償還金
・４款地域支援事業費：要支援者等に対して保険者（町）が「事業」として
サービスを実施する経費、及び地域包括支援センター運営経費
・５款基金積立金：基金積立金
・６款諸支出金：保険料の還付金など
・７款予備費：予備の支出に備えた経費 ６



• 介護保険制度の当初想定を超える高齢化

• 介護の長期化

⇒保険制度の持続が厳しくなりつつある（保険料の上昇）

• ニーズの増大と担い手の減少

一方で

• 健康高齢者の増加

• 高齢者の社会参加（リタイア後の人間関係の途絶防止、生きがいづく
り）の重要性

(４) 平成２７年度の介護保険制度の改正について

１ 改正の背景

７



２ 改正の基本的な考え方

• サービスの提供内容を見直し、本当にプロでなければできないことと、住
民同士の支えあいでできることを分ける。（「一対一」から「一対多」へ）
（例えば、「リハビリ」「身体介助」「ゴミ出し」それぞれどうか？）

• 専門的なサービスを必要とする人には、専門職がサービスを提供するが、
住民の支えあいでできることは、住民やボランティアなどが担うという地域
づくりを行なう。（地域の中で「お互いさま」の自発的な取り組み）

• 高齢者自身の担い手としての参加（「社会参加」「支えられるから、支え合
う関係への変化」「介護予防の効果」）

• 全国一律だったサービス提供内容のルールを、一部市町村が定める。

• 「サービスづくり」ではなく「地域づくり」
☆財政面の影響（効果）
専門職には、それにふさわしい単価が必要。
住民で担える部分は単価の多様化が想定され、住民主体による低廉な単価設定
ができれば利用料も低減となる ８



地域包括ケアシステムの姿

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

通院・入院

病院：
急性期、回復期、慢性期

病気になったら･･･

医 療

基本コンセプト「地域包括ケアシステムの構築」

○ 重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、「医療・介護・予防・住ま
い・生活支援」が包括的に確保され提供する仕組みを構築しなければならない。これが「地域包括ケアシステム」

○ 医療や看護、リハビリテーション、介護といった専門職によるサービスの強化が必要なのは当然であるが、在宅生活の
前提である調理、買い物、掃除などの生活支援の確保を地域において支えあえる体制を作らなければならない

○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域包括ケアシ
ステムの構築が重要である

○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じ
て作り上げていくことが必要となる

いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等
９厚生労働省資料より

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護 など

通所・入所

介護が必要になったら･･･

介 護

■在宅系サービス
・訪問介護 ・訪問看護
・通所介護
・福祉用具 など

■介護予防サービス

住まい



地域住民の参加
生活支援・介護予防サービス

○ニーズに合った多様なサービス種別

○住民主体、NPO、民間企業等多様な
主体によるサービス提供

・地域サロンの開催
・見守り、安否確認
・外出支援
・買い物、調理、掃除などの家事支援
・介護者支援 等

バックアップ

都道府県等による後方支援体制の充実

バックアップ

市町村を核とした支援体制の充実・強化

○ 単身世帯等が増加し、支援を必要とする軽度の高齢者が増加する中、生活支援の必要性が増加。ボランティア、ＮＰＯ、民間企業、協同
組合等の多様な主体が生活支援・介護予防サービスを提供することが必要。

○ 高齢者の介護予防が求められているが、社会参加・社会的役割を持つことが生きがいや介護予防につながる。
○ 多様な生活支援・介護予防サービスが利用できるような地域づくりを市町村が支援することについて、制度的な位置づけの強
化を図る。具体的には、生活支援・介護予防サービスの充実に向けて、ボランティア等の生活支援の担い手の養成・発掘等の
地域資源の開発やそのネットワーク化などを行う「生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）」の配置などについて、介
護保険法の地域支援事業に位置づける。

生活支援・介護予防サービスの充実と高齢者の社会参加

高齢者の社会参加

○現役時代の能力を活かした活動
○興味関心がある活動
○新たにチャレンジする活動

・一般就労、起業
・趣味活動
・健康づくり活動、地域活動
・介護、福祉以外の
ボランティア活動 等

生活支援の担い手
としての社会参加

１０



介護保険制度

介護給付（要介護者）
約7兆1000億円（平成23年度）＊

予防給付（要支援者）
約4100億円（平成23年度）＊

地域支援事業
約1570億円（平成23年度）

個別給付

◆法定のサービス類型
（特養・訪問介護・通所介護等）

◆全国一律の人員基準・運営基準

個別給付

◆法定のサービス類型
（訪問介護・通所介護等）

◆全国一律の人員基準・運営基準

財源構成 （国）25% : （都道府県/市町村）12.5%: （１号保険料）21%: （２号保険料）29% 財源構成 （国）39.5% : （都道府県
/市町村）19.75%: （１号保険料）21％

包括的支援事業
・任意事業

◆地域包括支援センター
の運営等

介護予防事業

◆内容は市町村の裁量

◆全国一律の人員基準
・運営基準なし

改正前の介護保険制度の仕組み

○ 介護保険制度の中には、①要介護者（１～５）に対する介護給付、②要支援者（１・２）に対する予防給付のほか、

保険者である市町村が、「事業」という形で、要介護・要支援認定者のみならず、地域の高齢者全般を対象に、地域で必要と

されているサービスを提供する「地域支援事業」という仕組みがある。

※介護保険制度内でのサービスの提供であり、財源構成は変わらない。

○ 要介護者・要支援者以外の高齢者（２次予防事業対象者など）への介護予防事業は、「地域支援事業」で実施。

○ 市町村の選択により、「地域支援事業」において、要支援者・２次予防事業対象者向けの介護予防・日常生活支援に資する

サービスを総合的に実施できる事業（「総合事業」）を創設（平成23年改正で導入。平成24年度から施行）。

１１

厚生労働省資料より



第２号保険料

（４０～６４歳）

２９％

第１号保険料

（６５歳以上）

２１％

国

２５％

都道府県

１２．５％

市町村

１２．５％

現行の介護予防事業の概要
○ 介護予防事業は、介護保険法第１１５条の４５の規定により、市町村に実施が義務付けられている。

（要介護状態等ではない高齢者に対して、心身の機能や生活機能の低下の予防又は悪化の防止のために必要な事業）

○ 介護予防事業は、介護給付見込み額の２％以内の額(H26:12,567千円)で実施する（介護保険法施行令

37条施行令３７条の１３） ★平成26年度実績額：6,014千円

○ 平成26年度 国費：1,504千円 道費：752千円 町費：752千円 保険料：3,006千円 （介護保険

法第１２２条の２） （国１／４、都道府県１／８、市町村１／８、保険料（１号２／１０、２号３／１０））

二次予防事業（旧：特定高齢者施策）

【対象者】高齢者全般

【対象事業内容】
○ 介護予防普及啓発事業（H26：65千円）
講演会、介護予防教室等の開催、啓発資材等の作成、配布等

○ 地域介護予防支援事業（H26：0千円）
ボランティア育成、自主グループ活動支援 等

一次予防事業（旧：一般高齢者施策）

【対象者】要介護状態等となるおそれのある高齢者（生活機能の低下等がみられる高齢者）

【対象事業内容】
○ 通所型介護予防事業（H26：5,940千円）
運動器の機能向上プログラム、栄養改善プログラム、口腔機能の向上プログラム、複合プログラム 等

○ 訪問型介護予防事業（H26：９千円）
閉じこもり、うつ、認知機能低下への対応、通所が困難な高齢者への対応 等 １２

平成26年度



【財源構成】

国 25%

都道府県
12.5%

市町村
12.5%

1号保険料
22%

2号保険料
28%

【財源構成】

国 39.0%

都道府県
19.5%

市町村
19.5%

1号保険料
22%

予防給付
（要支援１～２）

介護予防事業
○二次予防事業（旧：特定高齢者）
「いきいき元気教室」の開催など通所型介護予
防事業や通所が困難な方への訪問型介護予
防事業

○一次予防事業（旧：一般高齢者）
介護予防普及啓発など

包括的支援事業

○地域包括支援センターの運営
・介護予防ケアマネジメント、総合相談支援

業務、権利擁護業務、ケアマネジメント支援

任意事業
○介護給付費適正化事業
○家族介護支援事業
○その他の事業

新しい介護予防・日常生活支援総合事業
（要支援１～２、それ以外の方）

○介護予防・生活支援サービス事業
・訪問型サービス
・通所型サービス
・生活支援サービス（配食等）
・介護予防支援事業（ケアマネジメント）

○一般介護予防事業

包括的支援事業

○地域包括支援センターの運営
（左記に加え、地域ケア会議の充実）

○在宅医療・介護連携推進事業

○認知症総合支援事業

（認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員等）

○生活支援体制整備事業
（コーディネーターの配置、協議体の設置等）

予防給付（要支援１～２）

充
実

事業に移行

訪問看護、福祉用具等

訪問介護、通所介護

多
様
化

任意事業
○介護給付費適正化事業
○家族介護支援事業
○その他の事業

地
域
支
援
事
業

地
域
支
援
事
業

＜改正前＞ ＜改正後＞介護保険制度

全市町村で
実施

地域支援事業の全体像

※厚生労働省資料を一部改変

改正前と同様

充
実
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(５) 新しい介護予防・日常生活支援総合事業について
【新しい介護予防・日常生活支援総合事業】
（要支援１～２、それ以外の方）

※Ｐ１３「地域支援事業の全体像」より

○介護予防・生活支援サービス事業
・訪問型サービス
・通所型サービス
・生活支援サービス（配食等）
・介護予防支援事業（ケアマネジメント）

○一般介護予防事業

１４
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福祉用具貸与・訪問看護
通所リハ・訪問リハ など

※全国一律の人員基準、運営基準

介護予防給付

介護予防・生活支援サービス事業対象者要 支 援 者

総合事業

要支援認定

一般介護予防事業（要支援者等も参加できる住民運営の通いの場の充実等。全ての高齢者が対象。）

一般高齢者等

地域包括支援センターが介護予防ケアマネジメントを実施

新しい総合事業の概要

○ 訪問介護・通所介護以外のサービス（訪問看護、福祉用具等）は、引き続き介護予防給付によるサービス提供を継続。

○ 地域包括支援センターによる介護予防ケアマネジメントに基づき、総合事業（介護予防・生活支援サービス事業及び一般介護

予防事業）のサービスと介護予防給付のサービス（要支援者のみ）を組み合わせる。

○ 介護予防・生活支援サービス事業によるサービスのみ利用する場合は、要介護認定等を省略して「介護予防・生活支援サー

ビス事業対象者」とし、迅速なサービス利用を可能に（基本チェックリストで判断）。

※ 第２号被保険者は、基本チェックリストではなく、要介護認定等申請を行う。

介護予防・生活支援サービス事業
①訪問型・通所型サービス
②その他の生活支援サービス（栄養改善を目的とした配食、定期的な安否確認・緊急時の対応 等）

※事業内容は、市町村の裁量を拡大、柔軟な人員基準・運営基準

従 来 の 要 支 援 者 等
基本チェックリストで判断

※２次予防事業対象者把
握のための基本チェックリ
ストの配布は行わない
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○ 対象者は、第１号被保険者の全ての者及び
その支援のための活動に関わる者。

○ 対象者は、制度改正前の要支援者に相当する方。
①要支援認定を受けた者
②基本チェックリスト該当者（事業対象者）

※ 事業対象者は、要支援者に相当する状態等の方を想定。

※ 基本チェックリストは、支援が必要だと市町村や地域包括支援セン
ターに相談に来た者に対して、簡便にサービスにつなぐためのもの。

※ 予防給付に残る介護予防訪問看護、介護予防福祉用具貸与等を利
用する場合は、要支援認定を受ける必要がある。

事業 内容

訪問型サービ
ス

要支援者等に対し、掃除、洗濯等の日常生活
上の支援を提供

通所型サービ
ス

要支援者等に対し、機能訓練や集いの場など
日常生活上の支援を提供

その他の生活
支援サービス

要支援者等に対し、栄養改善を目的とした配
食や一人暮らし高齢者等への見守りを提供

介護予防ケア
マネジメント

要支援者等に対し、総合事業によるサービス
等が適切に提供できるようケアマネジメント

事業 内容

介護予防把握事
業

収集した情報等の活用により、閉じこ
もり等の何らかの支援を要する者を把
握し、介護予防活動へつなげる

介護予防普及啓
発事業

介護予防活動の普及・啓発・教室等を
行う

地域介護予防活
動支援事業

住民主体の介護予防活動の育成・支
援を行う

一般介護予防事
業評価事業

介護保険事業計画に定める目標値の
達成状況等を検証し、一般介護予防
事業の評価を行う

地域リハビリテー
ション活動支援事
業

介護予防の取組を機能強化するため、
通所、訪問、地域ケア会議、住民主体
の通いの場等へのリハビリ専門職等
による助言等を実施

（１）介護予防・生活支援サービス事業（サービス事業） （２） 一般介護予防事業

総合事業を構成する各事業の内容及び対象者
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○予防給付のうち訪問介護・通所介護について、市町村が地域の実情に応じた取組ができる介護保険制度の地域支援事業へ移

行（２９年度末まで）。財源構成は給付と同じ（国、都道府県、市町村、1号保険料、２号保険料）。

○既存の介護事業所による既存のサービスに加えて、NPO、民間企業、ボランティアなど地域の多様な主体を活用して高齢者を支

援。高齢者は支え手側に回ることも。

・住民主体で参加しやすく、地域に根ざした介護予防活動の推進
・元気な時からの切れ目ない介護予防の継続
・リハビリテーション専門職等の関与による介護予防の取組
・見守り等生活支援の担い手として、生きがいと役割づくりによる互助の推進

・住民主体のサービ
ス利用の拡充

・認定に至らない
高齢者の増加

・重度化予防の推進

・専門的なサービスを必要とする人に
は専門的サービスの提供
（専門サービスにふさわしい単価）

・支援する側とされる側という画一的
な関係性ではなく、サービスを利用
しながら地域とのつながりを維持で
きる

・能力に応じた柔軟な支援により、
介護サービスからの自立意欲が向上

・多様なニーズに対

するサービスの拡
がりにより、在宅生
活の安心確保

予防給付
（全国一律の基準）

地域支援事業

移行

移行

・多様な担い手による多様なサービス
（多様な単価、住民主体による低廉な
単価の設定、単価が低い場合には
利用料も低減）

同時に実現

サービスの充実

費用の効率化

訪問介護
ＮＰＯ、民間事業者等による掃除・洗濯等の
生活支援サービス

住民ボランティアによるゴミ出し等の生活支
援サービス

既存の訪問介護事業所による身体介護・生
活援助の訪問介護

通所介護

既存の通所介護事業所による機能訓練等
の通所介護

ＮＰＯ、民間事業者等によるﾐﾆﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

ｺﾐｭﾆﾃｨｻﾛﾝ、住民主体の運動・交流の場

リハビリ、栄養、口腔ケア等の専門職等関与
する教室

介護予防・生活支援の充実

予防給付の見直しと生活支援サービスの充実
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サービスの類型

①訪問型サービス ※ 市町村はこの例を踏まえて、地域の実情に応じた、サービス内容を検討する。

○ 訪問型サービスは、現行の訪問介護に相当するものと、それ以外の多様なサービスからなる。
○ 多様なサービスについては、雇用労働者が行う緩和した基準によるサービスと、住民主体による支援、保
健・医療の専門職が短期集中で行うサービス、移動支援を想定。

基準 現行の訪問介護相当 多様なサービス

サービス
種別

①訪問介護 ②訪問型サービスＡ
（緩和した基準によるサービス）

③訪問型サービスＢ
（住民主体による支援）

④訪問型サービスＣ
（短期集中予防サービス）

⑤訪問型サービスＤ
（移動支援）

サービス
内容

訪問介護員による身体介護、生活援助 生活援助等
住民主体の自主活動と
して行う生活援助等

保健師等による居宅
での相談指導等

移送前後の生活支
援

対象者と
サービス
提供の考
え方

○既にサービスを利用しているケースで、
サービスの利用の継続が必要なケース
○以下のような訪問介護員によるサービ
スが必要なケース
（例）
・認知機能の低下により日常生活に支障がある
症状・行動を伴う者
・退院直後で状態が変化しやすく、専門的サービ
スが特に必要な者 等

※状態等を踏まえながら、多様なサービスの利
用を促進していくことが重要。

○状態等を踏まえながら、住民主体による支援等
「多様なサービス」の利用を促進

・体力の改善に向けた
支援が必要なケース
・ADL・IADLの改善に向
けた支援が必要な
ケース

※3～6ケ月の短期間で行う 訪問型サービスＢ
に準じる

実施方法 事業者指定 事業者指定／委託 補助（助成） 直接実施／委託

基準 予防給付の基準を基本 人員等を緩和した基準
個人情報の保護等の
最低限の基準

内容に応じた
独自の基準

サービス
提供者（例）

訪問介護員（訪問介護事業者） 主に雇用労働者 ボランティア主体
保健・医療の専門職

（市町村）

○ 要支援者等の多様な生活支援のニーズに対して、総合事業で多様なサービスを提供していくため、市町村
は、サービスを類型化し、それに併せた基準や単価等を定めることが必要。そこで、地域における好事例を踏
まえ、以下のとおり、多様化するサービスの典型的な例を参考として示している。
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基準 現行の通所介護相当 多様なサービス

サービス
種別

① 通所介護 ② 通所型サービスＡ
（緩和した基準によるサービス）

③ 通所型サービスＢ
（住民主体による支援）

④ 通所型サービスＣ
（短期集中予防サービス）

サービス
内容

通所介護と同様のサービス
生活機能の向上のための機能訓練

ミニデイサービス
運動・レクリエーション 等

体操、運動等の活動な
ど、自主的な通いの場

生活機能を改善するための
運動器の機能向上や栄養改
善等のプログラム

対象者と
サービス提
供の考え
方

○既にサービスを利用しており、サービスの利用の
継続が必要なケース
○「多様なサービス」の利用が難しいケース
○集中的に生活機能の向上のトレーニングを行うこ
とで改善・維持が見込まれるケース
※状態等を踏まえながら、多様なサービスの利用を促進してい
くことが重要。

○状態等を踏まえながら、住民主体による支援等「多
様なサービス」の利用を促進

・ADLやIADLの改善に向けた
支援が必要なケース 等

※3～6ケ月の短期間で実施

実施方法 事業者指定 事業者指定／委託 補助（助成） 直接実施／委託

基準 予防給付の基準を基本 人員等を緩和した基準
個人情報の保護等の
最低限の基準

内容に応じた独自の基準

サービス
提供者（例）

通所介護事業者の従事者
主に雇用労働者

＋ボランティア
ボランティア主体

保健・医療の専門職
（市町村）

②通所型サービス ※ 市町村はこの例を踏まえて、地域の実情に応じた、サービス内容を検討する。

○ 通所型サービスは、現行の通所介護に相当するものと、それ以外の多様なサービスからなる。

○ 多様なサービスについては、雇用労働者が行う緩和した基準によるサービスと、住民主体による支援、保
健・医療の専門職により短期集中で行うサービスを想定。

③その他の生活支援サービス

○ その他の生活支援サービスは、①栄養改善を目的とした配食や、②住民ボランティア等が行う見守り、③訪
問型サービス、通所型サービスに準じる自立支援に資する生活支援（訪問型サービス・通所型サービスの一
体的提供等）からなる。
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・介護予防把握事業
地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり
等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防活動へつな
げる。

・介護予防普及啓発事業
介護予防活動の普及・啓発・教室等を行う。

・地域介護予防活動支援事業
地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う。

・一般介護予防事業評価事業
介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行
い、一般介護予防事業の事業評価を行う。

・ （新）地域リハビリテーション活動支援事業
地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所、
訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通い
の場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する。

新しい介護予防事業

現行の介護予防事業

一次予防事業

・介護予防普及啓発事業

・地域介護予防活動支援事業

・一次予防事業評価事業

二次予防事業

・二次予防事業対象者の

把握事業

・通所型介護予防事業

【いきいき元気教室】

・訪問型介護予防事業

・二次予防事業評価事業

一般介護予防事業

一次予防事業と
二次予防事業を
区別せずに、地域
の実情に応じた
効果的・効率的な
介護予防の取組を
推進する観点から
見直す

介護予防を機能
強化する観点か
ら新事業を追加

○機能回復訓練などの高齢者本人へのアプローチだけではなく、地域づくりなどの高齢者本人を取り巻く環境へのアプローチも含めたバランスのと
れたアプローチができるように介護予防事業を見直す。

○年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく、住民運営の通いの場を充実させ、人と人とのつながりを通じて、参加者や通いの場が継続的に
拡大していくような地域づくりを推進する。

○リハ職等を活かした自立支援に資する取組を推進し、介護予防を機能強化する。

介護予防・生活支援サービス事業

介
護
予
防
・日
常
生
活
支
援
総
合
事
業

※従来、二次予防事業で実施していた運動器の機能向上プログラム、口腔機能の向上プログラムなどに相当する
介護予防については、介護予防・生活支援サービス事業として介護予防ケアマネジメントに基づき実施
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【参考】「通所型サービスＢ」と「地域介護予防活動支援事業」の比較

事業 介護予防・生活支援サービス事業 一般介護予防事業

サービス種別
通所型サービスＢ

（住民主体による支援）
地域介護予防活動支援事業

（通いの場関係）

サービス内容

住民主体による要支援者を中心とする自主的な通い
の場づくり
・体操、運動等の活動
・趣味活動等を通じた日中の居場所づくり
・定期的な交流会、サロン
・会食等

介護予防に資する住民運営の通いの場づくり
・体操、運動等の活動
・趣味活動等を通じた日中の居場所づくり
・交流会、サロン等

対象者とサービス
提供の考え方

要支援者等
主に日常生活に支障のない者であって、通いの場に
行くことにより介護予防が見込まれるケース

実施方法 運営費補助／その他補助や助成 委託／運営費補助／その他補助や助成

市町村の負担方法
運営のための事業経費を補助
／家賃、光熱水費、年定額 等

人数等に応じて月・年ごとの包括払い
／運営のための間接経費を補助
／家賃、光熱水費、年定額 等

ケアマネジメント あり なし

利用者負担額
サービス提供主体が設定

（補助の条件で、市町村が設定することも可）
市町村が適切に設定（補助の場合は
サービス提供主体が設定することも可）

サービス提供者（例） ボランティア主体 地域住民主体

備考

※食事代などの実費は報酬の対象外（利用者負担）
※一般介護予防事業等で行うサロンと異なり、要支援者等を中
心に定期的な利用が可能な形態を想定
※通いの場には、障害者や子ども、要支援者以外の高齢者な
ども加わることができる。（共生型）

※食事代などの実費は報酬の対象外（利用者負担）
※通いの場には、障害者や子どもなども加わることができる。
（共生型）
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(６) 包括的支援事業について
【包括的支援事業 】

※Ｐ１３「地域支援事業の全体像」より

○地域包括支援センターの運営
（現行に加え、地域ケア会議の充実）

○在宅医療・介護連携推進事業（法115条の45第2項第4号）

○認知症総合支援事業（法115条の45第2項第6号）

（認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員等）

○生活支援体制整備事業（法115条の45第2項第5号）
（コーディネーターの配置、協議体の設置等）

２２

法律では・・・「平成３０年４月１日」までに実施しなければならない事業



包括的支援事業について

○ 地域包括ケア実現のため、下記の充実・強化の取組を地域支援事業の枠組みを活用し、市町村が推進。
○ あわせて要支援者に対するサービスの提供の方法を給付から事業へ見直し。
○ これらを市町村が中心となって総合的に取り組むことで地域で高齢者を支える社会が実現。
※「医療・介護連携強化」「認知症総合支援の推進」「生活支援体制整備」に係る事業については、地域包括支援センター以外
の実施主体に事業を委託することも可能

連携強化在宅医療・介護連携推進事業

認知症総合支援事業

地域ケア会議

支援の推進

制度化による強化

関係者に対する研修等を通じて、医療と介護の濃
密なネットワークが構築され、効率的、効果的でき
め細かなサービスの提供

初期集中支援チームの関与による認知症の早期
診断、早期対応や地域支援推進員による相談対応
等により認知症でも生活できる地域を目指す

多職種連携、地域のニーズや社会資源を的確に把
握可能になり、地域課題への取組が推進され、高
齢者が地域で生活しやすい環境を目指す

生活支援体制整備事業 体制整備等
コーディネータの配置や協議体の設置等を通じて
地域で高齢者のニーズとボランティア等のマッチン
グを行うことにより、生活支援の充実を目指す

→→→消費税の増収分を活用し、地域支援事業を充実
２３



【包括的支援事業】 在宅医療・介護連携推進事業

○ 在宅医療・介護の連携推進については、これまで医政局施策の在宅医療連携拠点事業（平成23・24年度）、在宅医療
推進事業（平成25年度～）により一定の成果。それを踏まえ、介護保険法の中で制度化。

○ 介護保険法の地域支援事業に位置づけ、市区町村が主体となり、郡市区医師会等と連携しつつ取り組む。
○ 実施可能な市区町村は平成27年4月から取組を開始し、平成30年4月には全ての市区町村で実施。
○ 各市区町村は、原則として（ア）～（ク）の全ての事業項目を実施。
○ 事業項目の一部を郡市区医師会等（地域の医療機関や他の団体を含む）に委託することも可能。
○ 都道府県・保健所は、市区町村と都道府県医師会等の関係団体、病院等との協議の支援や、都道府県レベルでの研修
等により支援。

●事業項目と取組例

(イ) 在宅医療・介護連携の課題の抽出と
対応策の検討

◆地域の医療・介護関係者が参画する会議を
開催し、在宅医療・介護連携の現状を把握し
課題の抽出、対応策を検討

(ウ) 切れ目のない在宅医療と介護の提供体
制の構築推進

◆地域の医療・介護関係者の協力を得て、在
宅医療・介護サービスの提供体制の構築を
推進

(エ) 医療・介護関係者の情報共有
の支援

◆情報共有シート、地域連携パス
の活用により、医療・介護関係
者の情報共有を支援
◆在宅での看取り、急変時の情
報共有にも活用

(オ) 在宅医療・介護連携に関する相談支援

◆医療・介護関係者の連携を支援する
コーディネーターの配置等による、在宅
医療・介護連携に関する相談窓口の設
置・運営により、連携の取組を支援

(カ) 医療・介護関係者の研修

◆地域の医療・介護関係者がグループ
ワーク等を通じ多職種連携の実際を習得
◆介護職を対象とした医療関連の研修会
を開催等

(キ) 地域住民への普及啓発

◆地域住民を対
象にしたシンポ
ジウムの開催
◆パンフレット、
広報、ＨＰ等を
活用した、在宅
医療・介護サー
ビスに関する普
及啓発
◆在宅での看取
りについての講
演会の開催

(ク) 医療・介護関係者の研修

◆同一の二次医療圏内にある市区町
村や隣接する市区町村等が連携し
て、広域連携が必要な事項について
検討

◆地域の医療機関の分布、医療
機能を把握し、リスト・マップ化

◆必要に応じて、連携に有用な
項目（在宅医療の取組状況
医師の相談対応が可能な日
時）を調査

◆結果を関係者間で共有

(ア) 地域の医療・介護の資源の把握

２４



【包括的支援事業】 認知症総合支援事業
（認知症初期集中支援チーム・認知症地域支援推進員）

○認知症専門医による指導の下（司令塔機能）に早期診断、早期対応に向けて以下の体制を地域地域包括支援セン
ター等に整備

○実施可能な市区町村は、平成27年4月から取組みを開始し、平成30年4月には全ての市区町村で実施

◆認知症初期集中支援チーム：複数の専門職が認知症が疑われる人とその家族を訪問し、認知症の専門医による鑑別診断等
を踏まえて、観察・評価を行い、本人や家族支援などの初期の支援を包括的・集中的に行い、自立生活のサポートを行う。

◆認知症地域支援推進員：認知症の人ができる限り住み慣れた良い環境で暮らし続けることができるよう、地域の実情に応じて
医療機関、介護サービス事業所や地域の支援機関をつなぐ連携支援や認知症の人やその家族を支援する相談業務等を行なう。

地域包括支援センター・認知症疾患医療センター等に設置

２５



○社会全体で認知症の人びとを支えるため、介護サービスだけでなく、地域の自助・互
助を最大限活用することが必要。

関係団体や民間企業などの協力も得て、社会全体で認知症の人びとを支える取組を展開

地域包括
支援センター

認知症疾患医療ｾﾝﾀｰ

保健福祉センター

見守り

認知症になっても
安心して暮らせる地域

認知症ｻﾎﾟｰﾄ医
かかりつけ医

交番

見守り・配食

地域では多様な主体、機関が連携して認知症の人びとを含めた高齢者を支えていくことが必要。

交通手段の確保

交通機関

（児童・生徒）

生涯学習

見守り、買い物支援

ICTを活用した見守り

（イメージ）

成年後見

商工業事業者等

市町村が中心となって日常生活圏域等で認知症の人びとの
見守り等を含めた自助・互助のネットワークを作る

介護サービス事業者
（デイサービス、
グループホーム等）

宅配、新聞配達スーパー、コンビニ、商店

見守り
認知症サポーター、民生委
員、ボランティアなど

認知症教育

薬局

社会全体で認知症の人びとを支える

２６
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（１）生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）の配置 ⇒多様な主体による多様な取組のコーディネート
機能を担い、一体的な活動を推進。コーディネート機能は、以下のＡ～Ｃの機能があるが、当面ＡとＢの機能を
中心に充実。

エリアとしては、第１層の市町村区域、第２層の中学校区域があり、平成28年度は第１層から着手、平成30年
度までの間に第２層の充実を目指す。
① 第１層 市町村区域で、主に資源開発（不足するサービスや担い手の創出・養成、活動する場の確保）中心
② 第２層 中学校区域で、第１層の機能の下で具体的な活動を展開

※ コーディネート機能には、第３層として、個々の生活支援サービスの事業主体で、利用者と提供者をマッチングする機能が
あるが、これは本事業の対象外

（Ａ）資 源 開 発 （Ｂ）ネットワーク構築 （Ｃ）ニーズと取組のマッチング

○ 地域に不足するサービスの創出
○ サービスの担い手の養成
○ 元気な高齢者などが担い手として活動す

る場の確保 など

○ 関係者間の情報共有
○ サービス提供主体間の連携の体制づくり
など

○ 地域の支援ニーズとサービス提供主体の
活動をマッチング など

（２）協議体の設置 ⇒多様な関係主体間の定期的な情報共有及び連携・協働による取組を推進

民間企業 ボランティアＮＰＯ 協同組合 社会福祉法人

生活支援・介護予防サービスの多様な関係主体の参画例

等

【包括的支援事業】 生活支援体制整備事業
（生活支援コーディネーターの配置・協議体の設置等）

２７



「コーディネーター」及び「協議体」設置・運営に係るフロー（案）
「コーディネーター」と「協議体」の設置の手法については、まず、既存の組織（運営協議会や策定委員会など）を活用した研究会を立ち上げ、ニー
ズと地域資源の把握を行い、ある程度の方針を定めたのちに協議体を立ち上げ、協議体の中でコーディネーターを選出するイメージで、大まかな
流れは次のとおり。

浦 幌 町
(仮称)浦幌町生活支援・介護予防

体制整備推進協議会
コーディネーター

○生活支援サービスの充実に関する研究会の立ち
上げ

○ニーズと地域資源の把握
○市町村の方針の決定

※研究会の立ち上げを早期に行う。
既存の組織等を活用することにより立ち上げる

○協議体を設置

※コーディネーターの適任者がいる場合、協議体とコーディネーターを
同時に設置・選出することも考えられる。
※以後、適宜、協議体・コーディネーターを支援

○コーディネーターの選出

※コーディネーターが選出されたら、協議体・コーディネーターが中心に実施。
※コーディネーターは、都道府県が実施するコーディネーター向け研修を受講することが望ましい。

○協議体の活動開始（初期は情報収集等から）

・ニーズや地域資源の情報共有、連携の強化
・既存のサービス、集いの場等の活用
・開発が必要なサービスの議論

○コーディネーターと協議体の連携による生活支援の担い手の養成やサービスの開発

※ 地域で適切な者がいる場合には、コーディネーターの配置を先に行うこともあり。

２８



(７) 任意事業の見直しについて

任意事業
※Ｐ１３「地域支援事業の全体像」より

○介護給付費適正化事業
○家族介護支援事業
○その他の事業

２９



見直しの内容

○新たな制度や財源を活用して、市町村が取り組むことができる事業が拡大したことにより、任意事
業の見直しが行なわれた

具体的には・・・
・新たに創設された「介護予防・日常生活支援総合事業」「包括的支援事業」「新しい基金（地域医
療介護総合確保基金）」等で実施すべきもの
・介護給付サービス（保険給付）の上乗せ・横出し給付（市町村特別給付）となるものであり、市町村
が実施すべきもの
・全国で実施率が低いことから、市町村の一般施策等で実施すべきものについては「任意事業」の
対象とし、平成２７年度は下記の事業を実施要綱に位置づけられる

平成２７年度以降の地域支援事業（任意事業）の対象事業

事 項 事 業 名

１ 介護給付費等費用適正化
事業

主要介護給付等費用適正化事業
①認定調査状況チェック
②ケアプランの点検
③住宅改修等の点検
④医療情報との突合・縦覧点検
⑤介護給付費通知

介護給付費分析・検証事業

介護サービス事業者への適正化支援事業 ３０



事 項 事 業 名

２ 家族介護支援事業 認知症高齢者見守り事業

介護教室の開催

介護自立促進事業（重度介護者在宅介護慰労事業など）

介護者交流会の開催

健康相談・疾病予防等事業

３ その他 成年後見制度利用支援事業

地域資源を活用したネットワーク形成に資する事業

福祉用具・住宅改修支援事業

認知症サポータ養成事業

介護サービスの質の向上に資する事業

高齢者の安心な住まいの確保に資する事業

家庭内の事故等への対応の体制整備に資する事業

重度のＡＬＳ患者の入院におけるコミュニケーション支援事業

認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成事業

３１



３２

２ 浦幌町地域支援事業の実施について



移行関係事務の領域

(１) 総合事業の移行に必要なこと

○ 移行条件をクリアするための総合事業の実施体制は、総合事業を実施するための「予算が確保」されてお
り、その予算を執行するための総合事業の「実施要綱」が定められ、事業の対象者が総合事業によるサービ
ス（みなし指定によるサービスを含む。）を利用できる状態になっている場合とされている
（介護保険条例参考例（案）に関するＱ＆Ａ 全国介護保険担当者課長会議資料）

○ これに加え、「総合事業の体制整備をどのような段階を経て進めて行くかを決めておく」ことが前提条件

○「総合事業に移行する段階」と「移行後に成熟させていく段階」に分けて考えることが重要である
・移行時の実施体制を決めないと、移行時期も決められない
・総合事業に移行することを念頭に置くのであれば、Ｑ＆Ａで示された条件を満たせばよい

１ 総合事業の体制整備段階工程表の決定

○移行時の実施体制を決めれば準備に必要
な作業量が見えるので、移行時期を設定

２ 移行時期の設定

○成熟した状態への工程表

７ 充実に向けた取り組み

Ｑ
＆
Ａ
に
よ
る
移
行
の
条
件

○設定した移行時期から逆算

３ 移行スケジュール作成

○制定趣旨や方法、基準、報酬単価等について制定

５ 実施要綱の制定

○受付・請求フロー、事業所周知、住民周知など

６ サービス利用について

○補正予算での対応も可

４ 予算の確保

３３



(２) 移行条件での既存サービスの活用

○多様なサービスが提供される成熟した総合事業実施体制をいきなり構築するには、時間とコスト
が必要

○まず、総合事業に移行する事を念頭に置くのであれば、Ｑ＆Ａで示された条件を満たせばよい
○既存サービス等の活用は、既存の担い手をそのまま総合事業に取り込むことができるほか、移行
関係事務の省力化が図れる

【既存サービス等の総合事業変換イメージ】

介護予防・日常生活支援総合事業

①介護予防訪問介護相当サービス
②ＧＬでいうＡ～Ｄ類型のサービス

訪問型サービス（第１号訪問事業）

①介護予防通所介護相当サービス
②ＧＬでいうＡ～Ｃ類型のサービス

通所型サービス（第１号通所事業）

①要件、仕様、報酬単価等については、介護予
防給付の介護予防支援と同じ（ＧＬでいうケアマネ
ジメントＡ）

介護予防支援事業
（第１号介護予防支援事業）

①一般介護予防事業
（地域介護予防活動支援事業ほか）

一般介護予防事業

介護予防給付

介護予防
訪問介護

介護予防
通所介護

介護予防支援

介護予防事業

二次予防事業

一次予防事業

（
）

（
）

一次・二次の分けなく実施

二次予防対象者向け事業

みなし指定の活用（新
規指定事務不要）

二次予防対象者向け事業

みなし指定の活用（新
規指定事務不要）

３４



（３) 総合事業の体制整備段階工程表の決定

○総合事業の体制整備を「移行条件クリア段階」、「サービス充実段階」、「成熟段階」と分けて考えたとき「成熟
段階」は、６５歳以上の人口がピークとなる「平成32年」に目指す姿であるから、ゴール（ＧＬ）を「平成32
年」に固定し、75歳以上人口のピークとなる「平成37年」に備える必要がある

○そのため、総合事業への移行が遅れる分だけ「成熟段階」に向けた準備期間が圧縮される
○「移行条件クリア段階」では、総合事業に係るすべてのサービスを構築しておく必要はなく、総合事業移行のため
の準備のみを考えたとき、対応すべき事項は限定されてくる

訪問サービス 通所サービス
その他生活支援

サービス
介護予防ケア
マネジメント

一般介護
予防事業

移行前 ○介護予防訪問介護 ○介護予防通所介護 ○地域支援事業等 ○介護予防支援
○二次予防事業
○一次予防事業

移行条件クリア段階

○介護予防訪問介護
相当サービス
（みなし指定）等

○介護予防通所介護
相当サービス
（みなし指定）等

○地域支援事業相当

○介護予防ケアマネジ
メント

（介護予防ケアマネジメン
トＡ）

○一般介護予防事業
（現行サービスの組み換
え）

サービス充実段階
※多様なサービスの充実を図っ
ている状態

○介護予防訪問介護
相当サービス

（ＧＬでいう多様なサービ
スＡ～Ｄ類型の開発）

○介護予防通所介護
相当サービス

（ＧＬでいう多様なサービ
スＡ～Ｃ類型の開発）

○その他生活支援
サービス

（外出支援、見守り、配食
等の包括的な体制づくり）

○介護予防ケアマネ
ジメント

（ＧＬでいう介護予防ケア
マネジメントＡ～Ｃ）

○一般介護予防事業
（プレイヤーの育成）

成熟段階
※緩和系サービスも含め多様な
サービスが提供される状態

○訪問型サービス
○緩和基準による
サービス（Ａ～Ｄ類型）

○通所型サービス
○緩和基準による
サービス（Ａ～Ｃ類型）

○その他生活支援
サービス

（生活支援の充実）

○介護予防ケアマネジ
メント
（介護予防ケアマネジメン
トＡ～Ｃ）

○一般介護予防事業
（住民主体の介護予防活
動への支援など）

ス
タ
ー
ト

ゴ
ー
ル

３５

介護予防訪問介護 いきいき元気教室介護予防通所介護



新しい総合事業の上限設定については、市町村が円滑に
事業を実施できるように、原則の上限のほか、

◆移行期間中における「１０％の特例」、

◆さらにそれを活用してもなお上限を超える見込みである
場合についても「個別判断」の仕組み

を設け、特殊事情にも配慮しながら、新しい制度への早期
の移行を円滑に進められるように設定されている

（４) 新しい総合事業の上限について

３６



①平成27年度中の実施における特例上限額

220,000

230,000

240,000

250,000

260,000

270,000

280,000

290,000

300,000

310,000

320,000

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

自然状態の総額 H27移行の特例上限額

報酬改定の影響

10％の特例適用

平成27年度移行の場合

上限額までの余裕は、通いの
場を創出するための追加投資
に充てることも可能

※本シミュレーションは、本事業において独自に前提を置き、試行したもの。
*1：いずれの推計も75歳以上人口の増加率を3％、過去3年間の予防給付の増加率を6％と仮定した。また、平成27年度報酬改定の影響率としては、介護予防訪問介
護については、▲5％、介護予防通所介護については、▲22％、介護予防支援については4％増（ただし給付に対するケアマネジメントも存在するため、総額は折
半して計算）を想定した。また、総合事業の導入による費用抑制効果は、見込んでいない。

単位：千円

３７

事業開始前年度の（予防給付
（訪問介護・通所介護・支援）
＋介護予防事業）の総額
：



②平成28年度以降の実施における特例上限額

220,000

230,000

240,000

250,000

260,000

270,000

280,000

290,000

300,000

310,000

320,000

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

自然状態の総額 H28移行の特例上限額

報酬改定の影響

10％の特例適用

平成28年度移行の場合

上限額までの余裕がなく、地域づ
くりのための費用を充分に確保で
きない懸念も。

※本シミュレーションは、本事業において独自に前提を置き、試行したもの。
*1：いずれの推計も75歳以上人口の増加率を3％、過去3年間の予防給付の増加率を6％と仮定した。また、平成27年度報酬改定の影響率としては、介護予防訪問介
護については、▲5％、介護予防通所介護については、▲22％、介護予防支援については4％増（ただし給付に対するケアマネジメントも存在するため、総額は折
半して計算）を想定した。また、総合事業の導入による費用抑制効果は、見込んでいない。

単位：千円

３８

事業開始前年度の（予防給付
（訪問介護・通所介護・支援）
＋介護予防事業）の総額
：



総合事業の所要額と上限額の簡易推計
年度 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37

総合事業所要額(A) 17,075 17,517 17,978 18,474 18,984 19,509 20,047 20,601 21,170 21,755 22,355

総合事業上限額

H27移行
上限額 (B1) 20,805 20,888 20,658 20,389 20,123 20,022 19,981 20,020 20,120 20,341 20,544

余剰額 (C1=B1-A) 3,730 3,371 2,680 1,915 1,139 513 △ 66 △ 581 △ 1,050 △ 1,414 △ 1,811

H28移行
上限額 (B2) 18,782 18,575 18,333 18,094 18,003 17,966 18,001 18,091 18,290 18,472

余剰額 (C2=B2-A) 1,265 597 △ 141 △ 890 △ 1,506 △ 2,081 △ 2,600 △ 3,079 △ 3,465 △ 3,883

H29移行
上限額 (B3) 19,269 19,018 18,770 18,676 18,638 18,675 18,768 18,974 19,163

余剰額 (C3=B3-A) 1,291 544 △ 214 △ 833 △ 1,409 △ 1,926 △ 2,402 △ 2,781 △ 3,192

5,000

7,000

9,000

11,000

13,000

15,000

17,000

19,000

21,000

23,000

25,000

H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37

総合事業の所要額と上限額の簡易推計

H27移行上限 H28移行上限 H29移行上限 総合事業所要額

単位：円
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３０’制度改正

２５’

２７’

３０’

予防給付

予防給付
介護予防事業

←

費
用
額

→

第６期計画期間中（平成２９年４
月まで）に、すべての市町村で、
総合事業を開始

予防給付
＋新しい総合事業

介護予防事業
（総合事業含む。）

総合事業へのサービス移行の推
進、介護予防の強化等

○ 総合事業への移行により住民主体の地域づくりを推進。住民主体のサービス利用を拡充し、効率的に事業実施。
○ 機能が強化された新しい総合事業を利用することで、支援を必要とする高齢者が要支援認定を受けなくても地域で暮ら
せる社会を実現。

○ リハ職等が積極的に関与しケアマネジメントを機能強化。重度化予防をこれまで以上に推進。

・ 中長期的には費用の伸びが、効率的なサービス提供を通
じて、後期高齢者の伸び(3～4%)程度となることを目安
として努力

・ 短期的には、生活支援・介護予防の基盤整備の支援充実
にあわせ、より大きな費用の効率化

・住民主体のサービス利用の拡充
・認定に至らない高齢者の増加
・重度化予防の推進

現
行
制
度
を
維
持
し
た
場
合

制
度
見
直
し
後
の
費
用

総合事業へのサービス移行の推進等による費用の効率化（イメージ）

４０



(５) 移行時期の設定（総合事業所要額と上限額の比較推計）

○上限額は、Ｈ２７年度移行とＨ２８年度移行を比較すると報酬改定による影
響もあって、Ｈ２７年度移行が有利

○より有利なＨ２７年度に移行したとしても、Ｈ３３年度で総合事業所要額が
上限を超える見込み

○認定に至らない高齢者の増加や要支援状態からの自立の促進、重度化予防の
推進等効果は、総合事業に移行してすぐに現れるものではないため、総合事
業所要額が上限を超えると見込まれる前（Ｈ３２年度）までに集中的な事業
展開を行い、「サービス充実段階」へ移行しておくことが必須

○様々なサービス体制を構築するには、時間がかかる（すぐに出来ない）
○高齢者の増加や認定者が増えることを考えると、待ったなしの状況である

★総合事業の効果をＨ３２年度には出さないといけない！

４１

昨年３月時点では・・・「Ｈ29.4に準備してから移行」としていたが

今は・・・「準備するためにH28.3に移行する」とした



(６) 今後のスケジュール（案）

№ 事 業 名
Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０～Ｈ３２

移行条件
クリア段階

サービス充実段階 成熟段階

地域包括ケアシステム 充実・強化

１
介護予防・日常生
活支援総合事業
【H28.3より開始】

介護予防・生活支援サー
ビス事業

スタート！

【現行相当サービ
スで移行】

【多様なサービス開発の検討】
【生活支援サービスの検討】

【多様なサービスの開始】
【生活支援サービスの開始】

【多様なサービスの充実】
【生活支援サービスの充実】

一般介護予防事業 【いきいき元気教
室を移行】 【新たな介護予防事業の開始】

【住民主体予防活動の検討】
【新たな介護予防活動の開始】
【住民主体予防活動へ支援】

【新たな介護予防活動の充実】
【住民主体予防活動への支援】

２
包括的支援事業
【H28.4より開始】

在宅医療・介護連携推進
事業 【医療・介護資源の把握】

【在宅医療・介護連携検討】
【在宅医療・介護の相談支援】
【関係市町村との連携】

【連携推進事業の充実】

認知症総合支援事業
【セミナーの開催】
【広域連携推進】

【セミナーなどの開催】
【初期集中支援チーム設置】
【地域支援推進員の配置】
【検討委員会の設置】

【セミナーなどの開催】
【初期集中支援チームの充実】

【市町村連携】 【認知症施策推進事業の充実】

生活支援体制整備事業
【研究会立上げ】 【協議体の設置】

【問題点や解決方の検討】
【コーディネーター配置検討】

【コーディネーターの配置】
【協議体・コーデへの支援】
【生活支援担い手養成】

【生活支援サービスの開発】

【協議体・コーデへの支援】
【生活支援サービスの充実】

３ 任意事業

・介護給付費等費用適正
化事業
・家族介護支援事業
・その他の事業

【現行事業の実
施】

【セミナーなどの開催】
【成年後見制度利用支援】
【サポーターの養成】

【家族介護者交流事業検討】

【セミナーなどの開催】
【成年後見制度利用支援】
【サポーターの養成】

【家族介護者交流事業支援】

【セミナーなどの開催】
【成年後見制度利用支援】
【サポーターの養成】

【家族介護者交流事業充実】 ４２



３ 相談からサービス利用について

４３



(１) 総合事業の対象者について
平成２８年３月から実施することとした「介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）」

の対象者は・・・
１ 平成２８年３月以降に「新規」「区分変更」「更新」申請により要支援認定を受けた方
２ 平成２８年３月以降に「基本チェックリスト」により事業対象者と判断された方
※事業対象者とは

６５歳以上の方で、心身の状況、その置かれている環境その他状況から要支援（要介護）状態となることを予防す
るための援助を行なう必要があると「基本チェックリスト」の実施により該当した方をいいます。

３ 事業対象者の有効期間
有効期間は設定しませんが、サービス提供時の状況や利用者の状態等の変化に応じて、適

宜、基本チェックリスト等で本人の状況を確認することになります。

★ 平成２８年３月以前から予防給付サービスを使用している要支援者については、その方の認定更新等までは、
今まで利用されていた予防給付（介護予防訪問介護、介護予防通所介護）をそのまま利用していただきます。
★ 平成２８年３月以降に認定更新等により要支援認定等により要支援認定を受けた方が、介護予防訪問介護・介
護予防通所介護を利用される場合は、これまでの予防給付から総合事業のサービスに変わります。
★ 要支援者の認定有効期間は、現在最長１２ヶ月ですので、浦幌町は、平成２８年３月から平成２９年２月をもって
完全移行となります。

４４



(２) サービス利用までの流れ
○６５歳以上の高齢者等が保健福祉センターの窓口で具体的に「総合事業の利用」又は「要介護認定を受ける」など
について幅広い視点で相談を受けます

保健福祉センター

○基本チェックリストは、従来のような二次予防事業対象者の把握のためという活用方法ではなく、相談窓口において、必ず
しも認定を受けなくても、必要なサービスを事業で利用できるよう本人の状況を確認するツールとして用いる。
○介護予防ケアマネジメントでは、利用者本人や家族との面接にて基本チェックリストの内容をアセスメントによって更に深
め、利用者の状況や希望等も踏まえて、自立支援に向けたケアプランを作成し、サービス利用につなげる。 ４５



現行のサービス利用手続 総合事業実施後の利用手続

４６



事業対象者の相談からサービス利用まで

○被保険者は、保健福祉センター窓口に相談

① 相談

○被保険者より、相談の目的や必要と考えているサービスを聞き取る
窓口担当者は、サービス事業、要介護認定等の申請、一般介護予防事業について説明を行う
・明らかに要介護認定が必要な場合や予防給付・介護給付によるサービスを希望している場合等は、要介護認定等の申請につなぐ
・介護予防のための教室や住民主体の通いの場など、一般介護予防事業の利用のみを希望する場合は、それらのサービスにつなぐ

② 聞き取り

○総合事業は、その目的や内容、メニュー、手続き等のほか、以下についても説明する。
・サービス事業によるサービスのみ利用する場合は、要介護認定等を省略して基本チェックリストを用いて事業対象者とし、迅速なサービスの利用が
可能であること

・事業対象者となった後や、サービス事業によるサービスを利用し始めた後も、必要な時は要介護認定等の申請が可能であること

・利用したいサービスを確認し、必要に応じて地域包括支援センター等で介護予防ケアマネジメントを実施すること

③ 総合事業の説明

○実施に際しては、「基本チェックリストの使い方｣に基づき。質問項目の趣旨を説明しながら、本人等に記入してもらう
・サービス事業利用のための手続きは、原則、被保険者本人が直接窓口に出向いて行なう。ただし、本人が来所できな（入院中である、相談窓口が
遠い、外出に支障がある等)場合は、電話や家族の来所による相談に基づき、本人の状況や相談の目的等を聞き取り、後日、必要と判断した場合
は、訪問にて対応する。

④ 基本チェックリスト実施

４７



○基本チェックリストの活用・実施の際、質問項目と併せ、利用者本人の状況やサービス利用の意向を聞き取った上で、振り分けを判断
し、事業対象者を特定する

⑤ 事業対象者の特定

○被保険者（事業対象者)は、介護予防ケアマネジメント依頼届出書を町へ提出する
・家族・居宅介護支援事業所等の代行による届出可（基本チェックリストも合わせて提出)

⑥ 介護予防ケアマネジメント依頼届出書

○町は、被保険者（事業対象者)から介護予防ケアマネジメント依頼届出書を受理し、写しを地域包括支援センターに送付する

⑦ 介護予防ケアマネジメント依頼届出書の受理・送付

○町は、被保険者証を発行し、被保険者（事業対象者）へ交付する（届出書受理後、一週間程度で発行予定）

⑧ 被保険者証の発行

○地域包括支援センターは、被保険者（事業対象者）に対してアセスメントし、結果に基づきケアマネジメントの作成、サービス担当者
会議の開催、サービスのご案内等を行なう

⑨ アセスメント、ケアマネジメント作成、サービス担当者会議、サービスのご案内

○被保険者（事業対象者）は、ケアマネジメントに同意し、契約を締結する

⑩ ケアマネジメント同意
③ サービス利用

４８



(３) 基本チェックリストについて

№ 質 問 項 目
いずれかに○を
つけてください

得
点

１ バスや汽車に乗って１人で外出していますか 0.はい 1.いいえ

２ 日用品などの買い物をしていますか 0.はい 1.いいえ

３ 金融機関で預貯金の出し入れをしていますか 0.はい 1.いいえ

４ お友達など知り合いの家を訪ねていますか 0.はい 1.いいえ

５ 家族や友人の相談にのっていますか 0.はい 1.いいえ

№１～５の合計

６ 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか 0.はい 1.いいえ

７ 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか 0.はい 1.いいえ

８ １５分位続けて歩いていますか 0.はい 1.いいえ

９ この１年間に転んだことがありますか 1.はい 0.いいえ

10 転倒に対する不安は大きいですか 1.はい 0.いいえ

№６～10の合計

11 ６ヶ月間で２～３kg以上の体重が減ったことがありましたか 1.はい 0.いいえ

12 BMIが18.5未満である[体重 (㎏)、身長 (ｍ)、(BMI )] 1.はい 0.いいえ

№11～12の合計

13 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか 1.はい 0.いいえ

14 お茶や汁物等でむせることがありますか 1.はい 0.いいえ

15 口の渇きが気になりますか 1.はい 0.いいえ

№13～15の合計

16 週に１回以上は外出していますか 0.はい 1.いいえ

17 一年前と比べて外出する回数が減っていますか 1.はい 0.いいえ

18 周りの人から｢いつも同じ事を聞く｣などの物忘れがあると言われますか 1.はい 0.いいえ

19 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか 0.はい 1.いいえ

20 今日が「○月○日｣なのか、わからない時がありますか 1.はい 0.いいえ

№16～20の合計

№１～20の合計

21 （ここ２週間）毎日の生活に充実感がない 1.はい 0.いいえ

22 （ここ２週間）これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった 1.はい 0.いいえ

23 （ここ２週間）以前は楽にできていたことが今は「おっくう」に感じられる 1.はい 0.いいえ

24 （ここ２週間）自分が役に立つ人間だと思えない 1.はい 0.いいえ

25 （ここ２週間）わけもなく疲れたような感じがする 1.はい 0.いいえ

№21～25の合計

基 準
「１｣に○の
付いた数

判 定

１ 番号１～20までの20項目のうち10項目以上に該当
（複数の項目に支
障)

／２０ 該当・非該当

２ 番号６～10までの５項目のうち３項目以上に該当 （運動機能の低下) ／５ 該当・非該当

３ 番号11～12の２項目全てに該当 （低栄養状態) ／２ 該当・非該当

４ 番号13～15までの３項目のうち２項目以上に該当 （口腔機能の低下) ／３ 該当・非該当

５ 番号16～17までの２項目のうち番号16に該当 （閉じこもり) ／１ 該当・非該当

６ 番号18～20までの３項目のうち１項目以上に該当 （認知機能の低下) ／３ 該当・非該当

７ 番号21～25までの５項目のうち２項目以上に該当 （うつ病の可能性) ／５ 該当・非該当

サービス事業対象者に該当する基準

下記１～７の基準に１つでも当てはまれば、サービス事業対象者と
判断できる。ただし、利用者本人の状況やサービス利用の意向を聞
き取った上で、振り分けを判断し、サービス事業対象者を特定する

①

相
談

保健福祉センター

②

判
定

基本チェックリスト

事業対象
者か判定

③ サービス利用

該当する場合は、地域包括支援センターが
作成するケアマネジメントに基づき総合事
業の各サービスを利用する

４９



質 問 項 目 質 問 項 目 の 趣 旨

№１～５の質問項目は、日常生活関連動作について尋ねています。

１ バスや汽車に乗って１人で外出して
いますか

家族等の付き添いなしで、1人でバスや電車を利用して外出しているかどうか

を尋ねています。バスや電車のないところでは、それに準じた公共交通機関に
置き換えて回答してください。なお、１人で自家用車を運転して外出している場
合も含まれます。

２ 日用品などの買い物をしていますか 自ら外出し、何らかの日用品の買い物を適切に行っているかどうか（例えば、
必要な物品を購入しているか）を尋ねています。頻度は、本人の判断に基づき
回答してください。電話での注文のみで済ませている場合は「いいえ」となりま
す。

３ 金融機関で預貯金の出し入れをして
いますか

自ら預貯金の出し入れをしているかどうかを尋ねています。銀行等での窓口
手続きも含め、本人の判断により金銭管理を行っている場合に「はい」とします。
家族等に依頼して、預貯金の出し入れをしている場合は「いいえ」となります。

４ お友達など知り合いの家を訪ねてい
ますか

友人の家を訪ねているかどうかを尋ねています。電話による交流や家族・親戚
の家への訪問は含みません。

５ 家族や友人の相談にのっています
か

家族や友人の相談にのっているかどうかを尋ねています。面談せずに電話の
みで相談に応じている場合も「はい」とします。

(４) 基本チェックリストについての考え方

５０



質 問 項 目 質 問 項 目 の 趣 旨

№６～10の質問項目は、運動機能について尋ねています。

６ 階段を手すりや壁をつたわらずに
昇っていますか

階段を手すりや壁をつたわらずに昇っているかどうかを尋ねています。時々、手
すり等を使用している程度であれば「はい」とします。手すり等を使わずに階段
を昇る能力があっても、習慣的に手すり等を使っている場合には「いいえ」となり
ます。

７ 椅子に座った状態から何もつか
まらずに立ち上がっていますか

椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっているかどうかを尋ねてい
ます。時々、つかまっている程度であれば「はい」とします。

８ 15分位続けて歩いていますか 15分位続けて歩いているかどうかを尋ねています。屋内、屋外等の場所は問い
ません。

９ この１年間に転んだことがありま
すか

この１年間に「転倒」の事実があるかどうかを尋ねています。

10 転倒に対する不安は大きいです
か

現在、転倒に対する不安が大きいかどうかを、本人の主観に基づき回答してく
ださい。

質 問 項 目 質 問 項 目 の 趣 旨

№11～12の質問項目は、低栄養状態かどうかについて尋ねています。

11 ６ヵ月間で２～３㎏以上の体重が
減ったことがありましたか

６ヵ月間で２～３㎏以上の体重減少があったかどうかを尋ねています。６ヵ月以
上かかって減少している場合は「いいえ」となります。

12 身長、体重 身長、体重は、整数で記載してください。体重は１ヶ月以内の値を、身長は過去
の測定値を記載して差し支えありません。 ５１



質 問 項 目 質 問 項 目 の 趣 旨

№13～15の質問項目は、口腔機能について尋ねています。

13 半年前に比べて固いものが食べ
にくくなりましたか

半年前に比べて固いものが食べにくくなったかどうかを尋ねています。半年以上
前から固いものが食べにくく、その状態に変化が生じていない場合は「いいえ」と
なります。

14 お茶や汁物等でむせることがあり
ますか

お茶や汁物等を飲む時に、むせることがあるかどうかを、本人の主観に基づき
回答してください。

15 口の渇きが気になりますか 口の中の渇きが気になるかどうかを、本人の主観に基づき回答してください。

質 問 項 目 質 問 項 目 の 趣 旨

№16～17の質問項目は、閉じこもりについて尋ねています。

16 週に１回以上は外出していますか 週によって外出頻度が異なる場合は、過去１ヵ月の状態を平均してください。

17 一年前と比べて外出する回数が
減っていますか

昨年の外出回数と比べて、今年の外出回数が減少傾向にある場合は「はい」と
なります。

５２



質 問 項 目 質 問 項 目 の 趣 旨

№18～20の質問項目は、認知症について尋ねています。

18 周りの人から「いつも同じ事を聞
く」などの物忘れがあると言われま
すか

本人は物忘れがあると思っていても、周りの人から指摘されることがない場合は
「いいえ」となります。

19 自分で電話番号を調べて、電話を
かけることをしていますか

何らかの方法で、自ら電話番号を調べて、電話をかけているかどうかを尋ねてい
ます。誰かに電話番号を尋ねて電話をかける場合や、誰かにダイヤルをしてもら
い会話だけする場合には「いいえ」となります。

20 今日が「○月○日」なのか、わから
ない時がありますか

今日が何何月何日なのかわからない時があるかどうかを、本人の主観に基づき
回答してください。月と日の一方しか分からない場合には「はい」となります。

質 問 項 目 質 問 項 目 の 趣 旨

№21～25の質問項目は、うつについて尋ねています。

21 毎日の生活に充実感がない ここ２週間の状況を、本人の主観に基づき回答してください。

22 これまで楽しんでやれていたことが
楽しめなくなった

23 以前は楽に出来ていたことが今では
「おっくう」に感じられる

24 自分が役に立つ人間だと思えない

25 わけもなく疲れたような感じがする ５３


